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インボイス制度について

[インボイス制度の概要]
インボイス制度とは、消費税の「仕入税額控除」をインボイスの発行または保存によって受けることができるようになる制
度です。インボイス制度は通称で、正確には「適格請求書等保存方式」という制度です。適格請求書（インボイス）とは、
決められた記載要件を満たした請求書のことを指します。

※詳細につきましては、国税庁HPのインボイス制度特設サイトをご覧ください。

◆仕入税額控除とは
消費税は各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上に係る消費税額から課税仕入
等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みとなっています。課税仕入等に係る消費税額を控除
する「仕入税額控除」には、帳簿及び請求書等の保存が必要です。

①課税事業者（売上/年1,000万円超） ※このためにインボイスが必要！

※消費税の納税は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて税額を算定する。
※免税事業者からの仕入れに関しては猶予期間で仕入れ税額控除率が変わる。

2023年10月から3年間は80%、その後3年間は50％の仕入税額控除が可能。

②免税事業者（売上/年1,000万円以下）

※免税事業者でも消費税を預かることはできる。しかし納付の義務もない。

◆インボイス制度対応する事業者
・課税事業者：仕入税額控除を行うため登録してインボイスを発行及び請求し保存する。
・免税事業者：BtoBの場合、仕入税額控除を行うため登録してインボイスを発行及び請求し保存する。

（課税事業者になる）
BtoCの場合、登録の必要なし。（免税事業者のまま）

◆インボイス制度に対応するべきこと

売上 本体 消費税

550万円 500万円 50万円

仕入費 本体 消費税

110万円 100万円 10万円

預かった
消費税

支払った
消費税

納付する
消費税

50万円 10万円 40万円

売上 本体 消費税

550万円 500万円 50万円

仕入費 本体 消費税

110万円 100万円 10万円

預かった
消費税

支払った
消費税

納付する
消費税

50万円 10万円 0万円

±0万円

±40万円

売り手としての対応 買い手としての対応

請求書発行システムの改修や新規導入 会計システムの最新化

必要な準備

・適格請求書発行事業者の登録
・請求書記載項目の変更
・発行請求書の写しの保存場所の決定

・仕入先の適格請求書発行可否を確認
・受領した請求書の保存場所を決定

システムの

対応

・適格請求書の発行
・発行した適格請求書の写しの保存
・電子帳簿保存法への対応

・税率ごとの消費税額計算
・税務書類への軽減税率記載
・仕入税額の積上げ計算
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兵庫信用金庫はお客様に選ばれる

地域密着の「頼れるパートナー」を目指します

どうぞお気軽にお悩みをお聞かせください。

兵庫信用金庫
業務部事業支援課
TEL:079-282-1263

◆目的
中小企業・小規模事業者が生産性の向上に資するITツール（ソフトウェア、サービス等）を導入するための経費の一
部を支援します。

◆法改正・制度のスケジュール

◆補助対象
通常枠はソフトウェア、クラウドサービスおよび付帯役務に限る。
デジタル化基盤枠はインボイス機能のみ対象でPC・タブレット等のハードウェアも対象。（上限額あり）

◆上限額・下限額、補助率 両方に申請することが可能。ただし、両方への申請は減点対象。

◆インボイス枠

※詳細につきましてはIT補助金2022サイトをご覧ください。

個人情報保護法
改正2022年4月

IT導入補助金

2022年3月 社会保険適用範囲
変更2022年10月

課税事業者登録
締切2023年3月

インボイス制度
施行2023年10月

電帳法猶予期間
満了2023年12月

補助金額 補助率 目的 賃上げ目標

通常枠
A類型 30万～150万

未満 1/2 生産性向上
任意（加点）

B類型 150万～450万 必須

デジタル化
基盤導入枠

デジタル化基
盤導入類型 5万～350万

50万まで3/4
350万まで2/3 インボイス なし

複数社連携
IT導入類型 5万～3,000万

50万まで3/4
3,000万まで2/3

10社以上の
複数社 なし

現在

種類 デジタル化基盤導入類型

補助額

ITツール

5万円～350万円

内、5万円～50万円以下部分 内、50万円超～350万円部分

機能要件 会計・受発注・決済・ECのうち
1機能以上

会計・受発注・決済・ECのうち
2機能以上

補助率 3/4以内 2/3以内

対象ソフトウェア 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトのみ適用

賃上げ目標 加点

補助対象 ソフトウェア購入費・クラウド利用費（最大2年分補助）・導入関連費

IT導入補助金2022の概要

ハードウェア
購入費

PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器：補助率1/2
以内、補助上限額10万円

レジ・券売機等：補助率1/2以内、補助上限額20万円
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